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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】令和3年3月4日(2021.3.4)

【公表番号】特表2020-507289(P2020-507289A)
【公表日】令和2年3月5日(2020.3.5)
【年通号数】公開・登録公報2020-009
【出願番号】特願2019-560079(P2019-560079)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｌ  12/701    (2013.01)
   Ｈ０４Ｗ  28/08     (2009.01)
   Ｈ０４Ｗ  76/11     (2018.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｌ   12/701    　　　　
   Ｈ０４Ｗ   28/08     　　　　
   Ｈ０４Ｗ   76/11     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年1月22日(2021.1.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムにおいてパケットハンドラコアにパケットを送信するためのコンピューテ
ィングシステムであって、
　プロセッサと、
　メモリであって、前記プロセッサに結合され、かつ前記プロセッサによって実行される
とき、前記プロセッサに、
　　セッションを作成する要求を受信することであって、前記要求が加入者に対応するこ
とと、
　　ダウンストリーム識別子およびアップストリーム識別子を前記セッションに割り当て
ることと、
　　前記ダウンストリーム識別子または前記アップストリーム識別子を含むデータパケッ
トを受信することと、
　　前記データパケットがプロキシサービスを必要とするかを判定することと、
　　前記データパケットが前記プロキシサービスを必要としないことを判定したときに、
　　　前記ダウンストリーム識別子および前記アップストリーム識別子をセッション識別
子に関連付けることであって、前記セッション識別子が前記セッションを一意的に識別す
ることと、
　　　前記ダウンストリーム識別子または前記アップストリーム識別子に基づいて、前記
データパケットに関連付けられた前記セッション識別子を識別することと、
　　　前記セッション識別子に基づいて、前記データパケットをパケットハンドラコアに
ルーティングすることと、
　　前記データパケットが前記プロキシサービスを必要とすることを判定したときに、
　　　前記データパケットに対する前記プロキシサービスを識別することと、
　　　前記データパケットを前記プロキシサービスにルーティングすることと、
　　　前記パケットハンドラコアに対する識別子を前記ダウンストリーム識別子と相関さ
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せることと、
　　　前記パケットハンドラコアに対する前記識別子に基づいて、前記データパケットを
前記パケットハンドラコアにルーティングすることと、
　を行わせる、コンピュータ可読命令を含む、メモリと、
を備える、コンピューティングシステム。
【請求項２】
　前記アップストリーム識別子が、トンネルエンドポイント識別子（「ＴＥＩＤ」）また
は暗号化キーを含む、請求項１に記載のコンピューティングシステム。
【請求項３】
　前記プロセッサに、前記暗号化キーを使用して、前記データパケットを暗号化または復
号化することをさらに行わせる、請求項２に記載のコンピューティングシステム。
【請求項４】
　前記ダウンストリーム識別子が、ユーザ機器（「ＵＥ」）インターネットプロトコル（
「ＩＰ」）アドレスまたはＴＥＩＤのうちの１つを含む、請求項１に記載のコンピューテ
ィングシステム。
【請求項５】
　前記アップストリーム識別子および前記ダウンストリーム識別子が共通の値を共有する
、請求項１に記載のコンピューティングシステム。
【請求項６】
　前記共通の値が、前記アップストリーム識別子および前記ダウンストリーム識別子の最
初の２４ビット部分を含む、請求項５に記載のコンピューティングシステム。
【請求項７】
　前記プロセッサに、前記セッション識別子にハッシュ化アルゴリズムを適用して、前記
パケットハンドラコアを判定することをさらに行わせる、請求項１に記載のコンピューテ
ィングシステム。
【請求項８】
　通信システムにおいてパケットハンドラコアにパケットを送信するための方法であって
、
　コンピューティングデバイスによって、セッションを作成するための要求を受信するス
テップであって、前記要求が加入者に対応するステップと、
　前記コンピューティングデバイスによって、ダウンストリーム識別子およびアップスト
リーム識別子を前記セッションに割り当てるステップと、
　前記コンピューティングデバイスによって、前記ダウンストリーム識別子または前記ア
ップストリーム識別子を含むデータパケットを受信するステップと、
　前記データパケットがプロキシサービスを必要とするかを判定するステップと、
　前記データパケットが前記プロキシサービスを必要としないことを判定したときに、
　　前記コンピューティングデバイスによって、前記ダウンストリーム識別子および前記
アップストリーム識別子をセッション識別子に関連付けるステップであって、前記セッシ
ョン識別子が前記セッションを一意的に識別する、ステップと、
　　前記コンピューティングデバイスによって、前記ダウンストリーム識別子または前記
アップストリーム識別子に基づいて、前記データパケットに関連付けられた前記セッショ
ン識別子を識別するステップと、
　　前記コンピューティングデバイスによって、前記セッション識別子に基づいて、前記
データパケットを前記パケットハンドラコアにルーティングするステップと、
　前記データパケットが前記プロキシサービスを必要とすることを判定したときに、
　　前記データパケットに対する前記プロキシサービスを識別するステップと、
　　前記データパケットを前記プロキシサービスにルーティングするステップと、
　　前記パケットハンドラコアに対する識別子を前記ダウンストリーム識別子と相関させ
るステップと、
　　前記パケットハンドラコアに対する前記識別子に基づいて、前記データパケットを前
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記パケットハンドラコアにルーティングするステップと、
を含む、方法。
【請求項９】
　前記アップストリーム識別子が、トンネルエンドポイント識別子（「ＴＥＩＤ」）また
は暗号化キーを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記暗号化キーを使用して、前記データパケットを暗号化または復号化するステップの
うちの１つ以上をさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ダウンストリーム識別子が、ユーザ機器（「ＵＥ」）インターネットプロトコル（
「ＩＰ」）アドレス、またはＴＥＩＤのうちの１つを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記アップストリーム識別子および前記ダウンストリーム識別子が、共通の値を共有す
る、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記共通の値が、前記アップストリーム識別子および前記ダウンストリーム識別子の最
初の２４ビット部分を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記セッション識別子にハッシュ化アルゴリズムを適用して、前記パケットハンドラコ
アを判定するステップをさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１５】
　通信システムにおいてパケットハンドラコアにパケットを送信するためのコンピューテ
ィングシステムであって、
　プロセッサと、
　メモリであって、前記プロセッサに結合され、前記プロセッサによって実行されるとき
、前記プロセッサに、
　　セッションを作成する要求を受信することであって、前記要求が加入者に対応するこ
とと、
　　ダウンストリーム識別子およびアップストリーム識別子を前記セッションに割り当て
ることと、
　　前記ダウンストリーム識別子および前記アップストリーム識別子をセッション識別子
に関連付けることであって、前記セッション識別子が前記セッションを一意的に識別する
、ことと、
　　前記ダウンストリーム識別子または前記アップストリーム識別子を含むデータパケッ
トを受信することと、
　　前記データパケットがプロキシサービスを必要とすることを判定することと、
　　前記データパケットが前記ダウンストリーム識別子または前記アップストリーム識別
子を含むかどうかを判定することと、これにより、
　　前記データパケットが前記アップストリーム識別子を含むとき、前記アップストリー
ム識別子に基づいて、前記データパケットに関連付けられた前記セッション識別子を識別
し、かつ、前記セッション識別子に基づいて、前記データパケットを前記パケットハンド
ラコアにルーティングすることと、
　　前記データパケットが前記ダウンストリーム識別子を含むとき、前記ダウンストリー
ム識別子に基づいて、前記データパケットを前記パケットハンドラコアにルーティングす
ることであって、該ルーティングがさらに、ＵＥプールアドレスドメインとプロキシルー
プバックアドレスドメインとに分割される、区分されたマルチプロトコルラベルスイッチ
ング（「ＭＰＬＳ」）ラベルスペースを使用して、前記データパケットが前記プロキシサ
ービスからのシステム開始プロキシトラフィックであるか、またはダウンストリーム加入
者トラフィックであるかの判定に基づく、ことと、
　を行わせる、コンピュータ可読命令を含む、メモリと、
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を備える、コンピューティングシステム。
【請求項１６】
　前記ダウンストリーム識別子が、ＵＥループバックＩＰアドレスを含む、請求項１５に
記載のコンピューティングシステム。
【請求項１７】
　前記アップストリーム識別子がＴＥＩＤを含む、請求項１５に記載のコンピューティン
グシステム。
【請求項１８】
　通信システムにおいてパケットハンドラコアにパケットを送信するための方法であって
、
　　コンピューティングデバイスによって、セッションを作成するための要求を受信する
ステップであって、前記要求が加入者に対応する、ステップと、
　　前記コンピューティングデバイスによって、ダウンストリーム識別子およびアップス
トリーム識別子を前記セッションに割り当てるステップと、
　　前記コンピューティングデバイスによって、前記ダウンストリーム識別子および前記
アップストリーム識別子をセッション識別子に関連付けるステップであって、前記セッシ
ョン識別子が前記セッションを一意的に識別するステップと、
　　前記コンピューティングデバイスによって、前記ダウンストリーム識別子または前記
アップストリーム識別子を含むデータパケットを受信するステップと、
　　前記コンピューティングデバイスによって、前記データパケットが、プロキシサービ
スを必要とすることを判定するステップと、
　　前記コンピューティングデバイスによって、前記データパケットが、前記ダウンスト
リーム識別子または前記アップストリーム識別子を含むかどうかを判定するステップと、
これにより、
　　　前記データパケットが前記アップストリーム識別子を含むとき、前記アップストリ
ーム識別子に基づいて、前記データパケットに関連付けられた前記セッション識別子を識
別し、かつ、前記セッション識別子に基づいて、前記データパケットをパケットハンドラ
コアにルーティングするステップと、
　　　前記データパケットが前記ダウンストリーム識別子を含むとき、前記ダウンストリ
ーム識別子に基づいて、前記データパケットを前記パケットハンドラコアにルーティング
するステップであって、該ルーティングがさらに、ＵＥプールアドレスドメインとプロキ
シループバックアドレスドメインとに分割される、区分されたマルチプロトコルラベルス
イッチング（「ＭＰＬＳ」）ラベルスペースを使用して、前記データパケットが前記プロ
キシサービスからのシステム開始プロキシトラフィックであるか、またはダウンストリー
ム加入者トラフィックであるかの判定に基づく、ステップと、
を含む、方法。
【請求項１９】
　前記ダウンストリーム識別子が、ＵＥループバックＩＰアドレスを含む、請求項１８に
記載の方法。
【請求項２０】
　前記アップストリーム識別子が、ＴＥＩＤを含む、請求項１８に記載の方法。
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